
発症日 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目

日にち ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

症状が

軽快した

日に〇印

発症後、最低５日間は登園できません

発症日 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目

日にち ５／8 5／９ ５／１０ ５／１１ ５／１２ ５／１３ ５／１４ ５／１５ ５／１６ ５／１７

症状が

軽快した

日に〇印
〇

１　日

観察

登園

可能

日にち ５／8 5／９ ５／１０ ５／１１ ５／１２ ５／１３ ５／１４ ５／１５ ５／１６ ５／１７

症状が

軽快した

日に〇印
〇

１　日

観察

登園

可能

症状が軽快した後、１日を経過するまでは登園できません

発症後、最低５日間は登園できません
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                                        こども園 いしはら 
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＊発症した後、5日経過し、かつ症状が軽快した後、1日を経過するまでは登園できません。 

＊症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が 

改善傾向にある状態を指します。 

 

[令和   年   月   日]  

[医療機関                      ] において、 

集団生活に支障がない状態と判断されましたので、  月  日から登園します。 

尚、この件に関して、対面または書面等で病状を上記医療機関に問い合わせる 

ことを認めます。 

令和   年   月   日 

保護者名                    （自署） 
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